
県との合同

会社法入門
～法律面から民間企業とその組織を知る～

市町村専門研修
令和６年度

新潟県自治研修所

集合

法人として設立されている民間企業等の組織に、法律上どんな特徴や制約があるのかを
学びます。また、基礎知識の習得だけに終わらず、会社設立に伴う手続きや必要書類に
ついても理解を深めます。

ね ら い

特 徴

■日程【１日間】

９月 ５日（木）

■予定人数

８名

■対象 業務において会社法の知識が必要になる場面のある方

■講師 新潟県弁護士会 原田 宏一

・民間企業を含めた各種法人の特徴について、会社法を通じて基本から学びます。

・会社法を知ることで、民間組織との違いに理解を深め、県民からの問い合わせ等に
応えられる知識を身に付けます。

プログラム（予定）

形 式
本研修は座席をグループごとに配置し、講師による講義や演習、グループでの討議などを
中心に実施します。

　１．会社って何？
　２．会社（株式会社）の設立

３．会社の組織
４．会社のお金
５．会社の終わり

9:00 12:00 13:00 17:00
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※研修内容は現段階での予定であり、今後、変更となる場合があります。

カリキュラム（予定）

時 間 内 容

１
日
間

9:00

12:00

１．会社って何？
（１）自然人（実際の人）と法人について
（３）会社のイメージ
（５）会社の種類

（２）法人の特徴
（４）会社の特徴

２．会社（株式会社）の設立
（１）総説
（３）株式とは
（５）株式の譲渡制限
（７）資本制度について

（２）設立の手続
（４）株主の権利
（６）その他中小企業と株式

13:00

17:00

３-１．会社の組織（１）
（１）会社法上の「機関」
（３）会社と自治体との違い

（２）実際の会社の機関等を知りたい場合

３-２．会社の組織（２）
（１）委任状勧誘について
（３）コンプライアンスとは？
（５）内部統制システムとは？

（２）取締役の地位と負っている義務
（４）コーポレートガバナンスとは？
（６）会社法に関する犯罪

４．会社のお金
（１）お金の流れについて （２）会社のお金に関する規制

５．会社の終わり
（１）終わり方の種類 （２）倒産、解散、清算、破産の違い

弁護士の方から、実際の判例やグループワークを用いて分かりやすくご説明頂き大変参考になった。

初歩的なところからの説明でとても分かりやすかった。特に抽象的な話だけでなく、具体例を交えて説明い

ただけたのでイメージしやすかった。

会社の設立から解散まで分かりやすく学べた。

受講者の声（令和５年度）
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